
V．運営

22．定款委員会

委員長　奥　山　　宏　臣

　本年度は以下の4項目に係る定款および同施行細則の変更の諮問を受けて，該当する定款，入会規則（定
款施行細則第 1号），会費規則（定款施行細則第 2号），役員・代議員等選任規則（定款施行細則第 3号），
および復会・休会規則（定款施行細則第 10 号）のそれぞれの変更案（29 頁～51 頁）を作成し，理事会で
決議されたので，社員総会に上程する．

　1）代議員定数の増員
→定数を 50 名増員し，最大 400 名以内とする．

　2）準会員制度の創設
→医師／医学士以外を対象として，次の条件で準会員制度を創設する．
・年会費は正会員の半額（5,000 円）とするが，入会手数料は同一（2,000 円）とする．
・医師／医学士は準会員になれないものとする．
・代議員選挙の選挙権／被選挙権は付与しないものとする．
・上記以外は原則として正会員と同等の権利を付与する．

　3）会費未納による会員資格喪失後の復会申立期間の延長
→ 3年間の会費未納により会員資格を喪失するものの，喪失後1年以内であれば，復会を申し立てるこ
とができるが，この復会申立期間を 3年以内に延長する．

　4）代表理事（理事長／副理事長）の任期の変更
→理事長／副理事長の任期は，選任された時に始まり，次期理事長／次期副理事長が選任された時に終
わることになっているが，理事の任期の始期／終期と合わせるものとする．

23．財務委員会

委員長　武　冨　　紹　信

1．令和 4 年度決算について
　令和 4年度財務諸表を作成し，独立監査人であるEY新日本有限責任監査法人と本学会監事の監査を経
て理事会に答申したところ，答申どおりに決議されたので，定時社員総会に上程する（資料別添）．

2．令和 5 年度予算について
　令和 5年度予算について，委員会で審議し，理事会に答申したところ，答申どおりに決議されたので，
令和 5年 2月 1日からその予算に沿って業務を執行している（資料別添）．
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3．マイナンバーについて
　本学会から講演料や執筆料などの謝金を支弁した場合には，税務署に当該の支払調書を提出することに
なり，その支払調書には対象者のマイナンバーを記入することが義務付けられている．税務署でも支払調
書のマイナンバーのチェックが厳格化している旨が，顧問税理士から指導されたため，改めて収集を徹底
することとした．

4．適格請求書等保存方式（インボイス制度）について
　令和 5（2023）年 10月からインボイス制度が導入されるが，本学会は既に「適格請求書発行事業者」と
して登録済みである（→国税庁のホームページで公表）．
　なお，この制度の導入にあたっても，本学会の消費税の納税額そのものにはほとんど影響は生じない見
込みだが，謝金などの報酬支払時の取扱いについてはルール化が必要となるので，以下の方針を採ること
とした．
　・支払先（相手）の「適格請求書発行事業者」の有無は本学会からは確認せず，相手からインボイスの

提出があった場合のみ控除の対象とする．
　・インボイスの登録がある場合のみ外税方式とし，報酬の本体価格は同一として，手取り金額を変更す

る（→インボイスの登録がない場合は，これまでどおりの内税方式として，手取り金額の変更もない）．
　また，学術集会の会員以外の参加費も消費税の課税対象となるため，外税方式（本体価格 1万 5,000 円/
消費税 1,500 円）に変更し，領収書や請求書などの様式もインボイス制度に対応するように見直すことと
した．

24．情報・広報委員会

委員長　田　尻　　達　郎

1．会員向けオンラインサービスについて
　現在，会員向けオンラインサービスの登録者数は全会員 40,662 名のうち 35,662 名である．
　基盤のシステムおよび会員向けオンラインサービスを全面的に改修するにあたり，「デジタル化推進基
金」を活用して，EYストラテジー・アンド・コンサルティング社のコンサルテーションを受けながら，
密に連携して慎重に進めている．これまでに，システムの基盤となるプラットフォームの選定にかかるRFI
（情報提供依頼書）の作成・提示と，開発委託業者の選定に当たり現行のシステムならびに各種業務の分析
を行い，要望点などを確認した上で，RFP（提案依頼書）を作成して，開発委託業者の公募を行った．
　結果として，プラットフォームベンダーはAmazonWebService社，開発委託業者はテクノブレイブ社
（東京都千代田区）をそれぞれ選定した．この後は，令和 7（2025）年 2月のリリースを目標として開発を
行う予定である．
　なお，今後の実際のリプレイス作業にあたって費用が高騰したり，納期が遅滞したりすることなどがな
いように，引き続きコンサルテーションを依頼して，適切な業務管理を行ってもらうこととした．

2．SNS の利活用について
　本学会も米国の学会などに倣って情報発信の頻度を上げるため，若手（U-40）の委員で「SNS活用のた
めのWG」を立ち上げてもらい，山本健人委員（北野病院）にリーダーを務めてもらった．そして，本学
会がSNSなどのツールを有効活用して情報発信を活発に行えるように，リスク回避やルール整備などにつ
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いて検討を行っている．
　なお，令和 5（2023）年 6月を目途として本格的に SNS運用を始動する予定である．

3．第 31 回日本医学会総会のパネル展示について
　本学会の 120 年記念誌の編集を担当した業者に依頼して，比較的スタンダードな内容で展示パネルを制
作し，提出済みである．

25．NCD 連絡委員会

委員長　湊　谷　　謙　司

1）NCDから「NCD自施設データ利用申請」における外科領域のデータの利用申請について照会を受けた
場合は，適宜「可否」を判断して，回答を行っている．

2）例年どおり，NCDから 2021 年のデータ集計結果（AnnualReport）が届いたので，ホームページで公
開した．

3）NCDの運営委員会で脳死ドナー手術の登録の方針が決定され，日本臓器移植ネットワークに報告され
た．

1）一般社団法人　National Clinical Database（NCD）

代表理事　瀬　戸　　泰　之

　NationalClinicalDatabase（以下NCD）は，2010 年に設立され，2011 年 1月の症例から登録を開始し，
事業を開始して 11 年が経過した．2015 年度より，登録を行っている施設会員から会費の支払いをお願い
している．なお，2018 年度から未納期間が合計 2年間（連続・不連続問わず）の施設は，「NCD施設会員
資格」を喪失し，外科専門医制度において基幹施設又は連携施設になれないほか，個人医師による専門医
申請の際に当該施設で実施された全症例（2011 年～現在まで）のデータが利用することができなくなる．

　外科学会関連で登録された症例数は，2023 年 3 月 1 日時点で下記のとおりである．
2011 年　1,172,265 件
2012 年　1,278,940 件
2013 年　1,567,127 件
2014 年　1,626,949 件
2015 年　1,718,399 件
2016 年　1,785,495 件
2017 年　1,829,305 件
2018 年　1,831,316 件
2019 年　1,860,791 件
2020 年　1,783,629 件
2021 年　1,814,874 件

　累計 18,269,090 件
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　また，過去に完了承認済みを 1件以上登録した施設診療科数は，5,052 施設・9,004 診療科であり，有効
ユーザー数は 48,265 人である．
　なお，2022 年分のデータ登録を 2023 年 4 月 5 日で締め切る予定である．

　2022年度事業報告書，2023年事業計画書及び進行中の公的研究費案件一覧，データ利用研究の一覧（各
領域ごと）については，次頁以降を参照のこと．
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委託者 監修 内容 委託期間 概算金額 領域

東京大学
小池和彦先生
（立石良介先生）

「組織学的に診断されたアルコール性でない脂肪肝炎(non-
ASH steatohepatitis)のregistry研究」に関する事務業務

・2022年4月1日～2023年3月31日 １１８８５５万万円円 ・脂肪肝炎・消化器内科

（（22））厚厚労労省省肝肝炎炎対対策策予予算算

委託者 監修 内容 委託期間 概算金額 領域

東京大学 小池和彦先生
「肝がん・重度肝硬変の治療に係るガイドラインの作成等に資
する研究」
　→①レジストリーの改修、②事務業務を継続予定

①2022年4月28日～11月4日
②2022年3月23日～2023年3月31日予定

①１１９９００万万円円
②３３５５８８万万円円

・肝癌

（（33））厚厚生生労労働働科科学学研研究究費費補補助助金金（（ががんん対対策策推推進進総総合合研研究究事事業業））ななどど・・・・・・

委託者 監修 内容 委託期間 概算金額 領域

国立国際医療研究センター
日本肝癌研究会

国土典宏先生
「肝癌薬物療法のリアルワールドデータを活用したオールジャ
パン研究」に関する事務運用」

・2022年4月1日～2023年3月31日 ４４９９５５万万円円 ・肝癌、ＡＩ研究開発

（（44））内内閣閣府府  戦戦略略的的イイノノベベーーシショョンン創創造造ププロロググララムム  ((SSIIPP))

委託者 監修 内容 委託期間 概算金額 領域

国立国際医療研究センター
日本胃癌学会

国土典宏先生
「全国胃癌登録を利用した術後化学療法の最適化に関する研
究のシステム運用」

①2022年1月～3月迄
②2022年4月～6月迄

①８８６６万万円円
②８８６６万万円円

・胃癌、ＡＩ研究開発

（（55））厚厚生生労労働働科科学学研研究究費費補補助助金金（（ががんん対対策策推推進進総総合合研研究究事事業業））

委託者 監修 内容 委託期間 概算金額(税込み) 領域

福島県立医科大学 丸橋繁先生

「高齢者消化器がん手術における診療指針策定と、指針普
及・人材育成を目指した協働型意思決定支援システムおよび
病院評価プログラムの開発」
→システム設計・開発支援業務、統計解析業務

・2022年12月12日～2023年3月31日 ３３４４８８万万円円 ・消化器外科

（（６６））厚厚生生労労働働省省ががんん政政策策研研究究事事業業

委託者 監修 内容 委託期間 概算金額 領域

名古屋大学 小寺泰弘先生
「本邦における十二指腸癌にチアする切除術式、リンパ節郭
清範囲、周術期化学療法の実態と解剖学的部位別のリンパ
節転移率に関する観察研究に伴うシステム運用」

①2022年9月28日～10月25（システム改
修費）
②2022年10月24日～2023年3月31日（運
用費）

①２２７７万万
②６６８８万万

・消化器外科

（（77））厚厚生生労労働働行行政政推推進進調調査査事事業業費費補補助助金金

委託者 監修 内容 委託期間 概算金額 領域

慶應義塾大学（医学部循環
器内科）

香坂俊先生
「弁膜症、狭心症等の循環器病診療の標準化・適正化に資す
る研究」業務委託

①2022年2月納品
②2022年11月納品

①①８８９９万万
②②２２９９万万

・CVIT

（（11））AAMMEEDD  肝肝炎炎等等克克服服実実用用化化研研究究事事業業（（肝肝炎炎等等克克服服緊緊急急対対策策研研究究事事業業））
　　　　　　　　　　　　　　「「ウウイイルルスス性性肝肝疾疾患患をを含含むむ代代謝謝関関連連肝肝ががんん発発生生のの病病態態解解明明にに関関すするる研研究究」」ののももとと・・・・・・

NCD事務局進捗確認（２０２３年２月２４日）

2022年～2023年　NCD公的研究費案件一覧
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26．総務委員会

委員長　猪　股　　雅　史

1．定期学術集会の運営委託業者の選定について
　令和 6（2024）年 4月開催の第 124回と，令和 7（2025）年 4月開催の第 125回の定期学術集会の運営委
託業者の選考については，過去の委託実績を持つ 3社（その内 1社は辞退）を対象とし，企画書および見
積書を取り寄せた上で，見積額の妥当性や組織体制の整備なども参考に，プレゼンテーションを経て，日
本コンベンションサービス社に決定した．

2．会費収納方法の見直しについて
　本年度から導入した収納代行サービス（従来の郵便局支払いに加え，コンビニ・スマホ決済も可能）が
順調に稼働していることなどに伴い，さらに以下のとおりに対応することとした．
・会費請求の一斉再送は取り止めて，再送の依頼があった場合のみ適宜対応する．
・収納代行業者から発送される請求書について，会員側が経理処理し易いように表記や体裁などを修正
すると共に，学会印も捺して印刷する．
・事務局でも請求書の再発行が行えるように，収納代行業者とデータ連結を行う．
・従来の収納方法（MTサービス）は契約終了とする．

3．準会員制度について
　制度の骨子は既に決定済みであったものの，詳細が継続審議事項となっていたので，入会手数料は正会
員と同じ 2,000 円として（年会費は半額の 5,000 円；不課税），定款委員会に規則化を申し送った．
　その権利については，代議員選挙の選挙権/被選挙権がないこと以外（演題の応募，雑誌の購読，eラー
ニングの受講など）は，正会員と同等することが望ましい方針とした上で，詳細は各該当委員会で検討し
てもらうこととした．

4．会費未納による会員資格の喪失について
　会費未納による会員資格の喪失により，外科専門医などの資格も喪失した元会員の一部から資格回復の
嘆願が届くことを鑑み，外科専門医などの各種資格を失効する各種の事由を整理した上で検討を行った結
果，もっとも蓋然性の高い事由となる「会費未納による会員資格の喪失」による資格失効を防ぐため，現
在は 1年間の会員資格喪失後の復会申立期間を 3年に延ばすこととし，定款委員会に規則変更を申し送っ
た．
　この変更により，会費未納による会員資格の喪失までの期間が計 6年となり，通達の回数が増え，さら
に 5年という各種資格の認定期間を包含することとなる．

27．将来計画委員会

委員長　池　田　　徳　彦

　本年度は特段の諮問事項はなく，開催していない．
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28．選挙管理・選挙制度検討委員会

委員長　武　冨　　紹　信

　現在の本学会の女性代議員数は，定数 350 名のうち 6名（1.7％）にとどまっており，この人数を増やす
という課題に継続的に取り組んでいるが，あくまでも公平な選挙制度の下で代議員を選任しなければなら
ない旨の内閣府公益認定等委員会の本学会に対する指導勧告のハードルが高く，抜本的な対策を講じるた
めにはまだ時間を要する．
　そこで，まずは次回（令和 5年度）の選挙から代議員の定数そのものを 400 名とし（→定款変更），50
名の増員分については女性に充ててほしい旨を，理事会からの明確なメッセージとして各選挙区に発信し，
女性代議員数の増加を図ることとした．

学会の一般社団法人までの成り立ち

旧・社団法人

旧・中間法人

法人格なし/新設

＜内閣公益認定等委員会による移行認可＞ 一
般
社
団
法
人

日本外科学会、日本内科学会など

＜法務局への登記のみ＞

日本消化器外科学会、日本乳癌学会など

＜法務局への登記のみ＞

日本肝胆膵外科学会、日本内分泌外科学会など

本法人の運営にあたり「一般社団法人及び一般財団法人に関す
る法律」（2008年12月施行）を遵守しなければならない
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(10.8%)
(89.2%)

日本外科学会代議員 345人
（任期：R4.1.15～R6.1.15）
うち 女性代議員 6人（1.7％）

日本外科学会女性会員数および代議員数

学会名 現在の代議員
（評議員）数 うち女性数 女性代議員（評議員）

の割合（％）

日本乳癌学会 408 114 27.9
日本皮膚科学会 300 53 17.7
日本麻酔科学会 336 62 18.5

日本内分泌外科学会 212 28 13.2
日本小児科学会 581 88 15.1
日本小児外科学会 279 31 11.1
日本内科学会 682 72 10.6

日本産婦人科学会 367 39 10.6
日本眼科学会 110 11 10.0

日本耳鼻咽喉科学会 298 16 5.4
日本心臓血管外科学会 221 10 4.5
日本呼吸器外科学会 731 23 3.1
日本消化器外科学会 357 10 2.8

345 6 1.7
日本整形外科学会 278 3 1.1

2023年1月現在

各学会の女性代議員(評議員)の割合

日本外科学会
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49/400＝12.3％6/350＝1.7％

代議員数増に関わる提案

1. 代議員数を現行の３５０名から５０名増員し、４００名とする。
2. 増員分５０名については女性代議員枠として活用することを、理事
会申し合わせ事項として各地区に提唱する（定款記載なし）。

以上

2023年1月23日
選挙管理・選挙制度検討委員会
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